
平
成
二
十
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
号

電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
電
気
分
解
の
工
程
を
経
て
製
造
し
た
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
で
な
い
旨
の
証
明
書
の
発
給
に
関
す
る
省
令

電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す
る
暫
定
的
な
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
九

十
六
号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す
る
暫
定
的
な
不
当
廉

売
関
税
に
関
す
る
政
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
分
解
の
工
程
を
経
て
製
造
し
た
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン

で
な
い
旨
の
証
明
書
の
発
給
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
証
明
書
の
交
付
申
請
）

第
一
条
　
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
証
明

書
（
以
下
単
に
「
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
、
当

該
証
明
書
に
係
る
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
が
電
気
分
解
の
工
程
を
経
て
製
造
し
た
も
の
で
な
い
旨
を
証
す
る
書
面
を
添

え
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
明
書
の
発
給
）

第
二
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請

に
係
る
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
が
電
気
分
解
の
工
程
を
経
て
製
造
し
た
も
の
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請
に

係
る
申
請
書
に
、
当
該
申
請
に
係
る
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
が
電
気
分
解
の
工
程
を
経
て
製
造
し
た
も
の
で
な
い
こ
と

を
証
明
す
る
旨
を
記
入
し
、
こ
れ
を
証
明
書
と
し
て
当
該
申
請
を
し
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係

る
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
が
電
気
分
解
の
工
程
を
経
て
製
造
し
た
も
の
で
な
い
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
を
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
交
付
の
申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
必
要
な
書
類
の
提
出
及

び
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
交
付
は
、
同
項
の
申
請
を
経
済
産
業
大
臣
が
受
理
し
た
日
か
ら
十
五
日
以
内

に
す
る
も
の
と
す
る
。

（
証
明
書
の
返
納
）

第
三
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者
に
対
し
、
そ
の
返
納
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
と
き
。

二
　
証
明
書
に
係
る
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
が
電
気
分
解
の
工
程
を
経
て
製
造
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と

き
。附

　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す
る
暫
定
的
な
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
年
六
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
省
令
の
失
効
）

２
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
十
一
年
二
月
二
十
五
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
八
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
五
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
八
月
九
日
経
済
産
業
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
八
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
五
日
経
済
産
業
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
五
日
経
済
産
業
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
三
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
三
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様

式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
二
月
二
六
日
経
済
産
業
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1



別
記
様
式
（
第
一
条
関
係
）

別記様式（第一条関係）（平20経産令58（平25経産令38）・令2経産令92・一部改正） 電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明 書交付申請書 経済産業大臣殿 年月日 氏名又は名称及び代表者氏名 申請者 住所 下記の二酸化マンガンは、電気分解の工程を経て製造したものでないた め、電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第1条第 1項第1号の証明書の交付を受けたく、電解二酸化マンガンに対して課する 不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を 経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令第1条の 規定に基づき申請します。 記 製造業者名 製造業者の住所 輸出者名 輸出者の住所 輸入の時期年月日 輸入港名 輸入数量MT輸入金額円 仕入書番号 証明書 番号 年月日 経済産業大臣印 上記申請に係る二酸化マンガンは、電気分解の工程を経て製造したもので ないことを証明する。  
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